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環境整備の日月間お疲れさまでした 
 
 令和４年度の第２回環境整備の日月間は、９月３０日に終了しました。団地内の通路や

広場などの草刈りも行われきれいになりました。管理組合員の皆様のご協力ありがとうご

ざいました。 

 令和４年度の環境整備の日月間は、新型コロナウイルス感染症第７波や、６月から８月

の異常な高温、そして１月に実施された組合員の皆様へのアンケートの結果による高齢者

の負担軽減を考慮して、特別に 1ヶ月間という長い期間を設定して実施しました。また、

広場や、公園など共通場所（１街区８ヶ所と４街区４ヶ所 計１２ヶ所）の草刈りを狭山

市シルバー人材センターに委託し実施しました。今後の取り組みに関しては、１０月１５

日（土）の第２回理事研修会において議論される予定です。 

 
 

不明自転車の整理について 
 

新型コロナウイルス感染症禍で延期となっていました、団地内駐輪場の置かれている自転

車の整理作業を下記の通り実施します。駐輪場の整理整頓・美化に協力をお願いします。 
 

（１）所有自転車の整理について 

団地内駐輪場に置かれている自転車で所有者を示す「つつじ野団地シール」が貼られ

ていない自転車、シールが色あせて所有者が不明となっている自転車が多数置かれてい

ました。シールの貼られていない自転車、シールが色あせて所有者が不明な自転車は新

しいシールの貼り替えをお願いします。 
  

（２）不要自転車の整理について 

不要となりました自転車は各自処分をお願いします、処分依頼する場合は、下記にお

問い合わせください。 

【住所】埼玉県狭山市上奥富８９７－１ 

奥富環境センター  ☎０４－２９５３－２８３１ 

予約専用電話    ☎０４－２９５３－２８３２ 

 

 

 
 

重要：シールが貼られていない自転車は廃棄の対象になります。シールの貼っていな   
い自転車は、１０月３１日までに新しいシールを貼ってください。シールは 
管理事務所窓口にて配布していますので取りに来てください。 

  

全街区の舗装等補修工事が始まっています 
 

つつじ野団地は、今年で４０周年を迎えます。団地内の道路の舗装やレンガに痛みが見受

けられます。前回は、令和３年に補修を実施しましたが、今年も長期修繕委員会のメンバー

による検査の結果、９月２７日よりレンガ歩道の脹らみ部分、以後は１街区・２街区・３街

区・４街区とタイル等の剝離や、段差解消個所の補修を開始しています。 
 

➢ １街区は１０月下旬まで、２街区は１１月上旬まで、３街区は１１月中旬まで、４街区

は１２月中旬までの予定で実施します。 

➢ １街区と４街区の工事には、アスファルトの補修箇所が有る為、作業中及びアスファル

ト舗装後は２時間ほど通行禁止のご協力をお願いします。 

➢ 駐車車両に影響する１街区１６号棟北側道路、３６号棟・４１号棟の西側、５号棟北の

マンホール周辺、４街区３１号棟北側出口部分、テニスコート西側駐車場前の舗装路、

１６号棟北側の７４番駐車場。これら駐車場の契約者には詳細スケジュールが決まり次

第、事務局より連絡いたします。ご協力をお願い致します。 

 
 

狭山市は、ルール違反のゴミは回収しません 
 

●蓋をしたままのペットボトル、ラベルを剥がしていない

ペットボトル、洗剤、シャンプーなどのプラスチック容器

が入っていると狭山市は、回収してくれません。そのまま

その場に取り残されてしまいます。写真のような取り残さ

れたゴミは、美観を損ね虫が湧くなど大変なことになりま

す。これらのゴミは、地区委員や防犯パトロール隊、また

管理組合を通してシルバーさんにお願いして清掃作業・再

分別・保管を行い、ゴミ出し指定日に出されます。一人の

無責任な行動が多くの人々の手間を発生させ管理費が無駄に

使われています。これらの作業が増えると清掃費用が増大し

ます。 

タバコの吸い殻の投げ捨ても捨てた人以外の手間、お金で処理されています。 

●そのほかにも以下のようなルール違反が発生しています。 

〔ルール違反ワースト５〕 

・指定日でない日にゴミを出す。        

・前日及び収集後にゴミを出す。 

・指定されたゴミ以外のゴミを出す。 

・燃えるゴミの袋に他のゴミを入れて出す。 

・粗大ごみをすてる。 

広報つつじ野 
（昭和５６年５月１日、創刊） 

つつじ野団地管理組合 

Tel.2953-7876 

Fax.2952-1499 

令和４年１０月１０日 

第９１６号 
＝マンションみらいネット登録全国第１号管理組合＝ 

当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

「お互いさま」の心と「支えあい」で日本一の団地を作ろう！ 
 

➊環境整備の日月間お疲れさまでした ❷不明自転車の整理について ❸全街区

の舗装等補修工事が始まっています ➍狭山市は、ルール違反のゴミは回収しま

せん ❺事務局職員を引き続き募集しています 

蓋・ラベルはプラスチック 
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●狭山市のホームページによると粗大ごみや、引っ

越し／リフォームなどで出た大量のゴミは、ゴミ収

集では収集しません。ご自身でゴミ処理場に持ち込

んでください。リサイクル法で指定されたバイクや

パソコンなど、処理方法が定められている品目につ

いてはゴミ集積場に出すことはできません。  

 

●処理方法がわからない場合は、問い合わせ先に問

い合わせてください。 

 

  狭山市環境経済部 奥富環境センター 

 〒350-1333 狭山市大字上奥富 897番地の 1   電話番号：04-2953-2831 

◯ペットボトルのゴミ出しルール 
 

出せるもの 

右の表示のあるボトルに限ります→ 

出せないもの 

プラスチックへ  

もやすゴミへ 

◇清涼飲料用（ジュース・お茶など） 

◇酒類用（焼酎・料理酒など） 

◇醤油・みりん用 

◇みりん風味調味料、食酢、調味酢、醤油加

工品、ノンオイルドレッシング用など 

◆キャップ 

◆ラベル 

◆食用油・ソース用など◆洗剤、シャンプー

等の非食品用 

◆工作等で切ったり色塗りしたもの 

◆汚れているもの 

◆中身の残っているもの 

 

出し方 

・キャップとラベルを外して中を水洗いし、つぶして 

・無色透明の袋に入れて 

・収集日の８時までに集積所に出して下さい（収集は月１回です） 
   

事務局職員を引き続き募集しています 
  

管理組合は、自主管理による運営を行っております。事務局では、委託管理で管理会社が

実施する各種業務を行っています。つつじ野団地のために一緒に働いてみませんか。 

希望される方は、広報９１５号（９月２５日）掲載の募集要項を確認の上、管理組合事務

所窓口へ申し込みください。 

つつじ野団地管理組合（ＴＥＬ：０４－２９５３－７８７６） 

 
 

理事会の議題 
 
●第１０回理事会（１０／１）：中間業務報告（専門部）／第２回理事研修会確認／下半期

事業計画スケジュール 他 

 

理事会の予定議題 
 
●第１１回理事会（１０／１５）：９月分会計報告／年末大掃除の実施方法検討／９月度

駐車違反・ゴミ違反報告 他 
 
●第 ２回理事研修会（１０／１５）：班長及び地区委員の高齢化に伴う課題の検討／環

境整備の日の実施方法の検討／砂場の利用に関して 
 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

(火、金はもやすゴミ) 

１０月 

１５日(土) 
第１１回理事会 １０日(月) 古紙・古布 

第 ２回理事研修会 １２日(水) ペットボトル 

１６日(日) 
第 ６回法務・企画委員会 １３日(木) プラスチック 

第 ８回長期修繕委員会 １７日(月) びん・缶・乾電池 

２３日(日) 
第 ６回緑の委員会 ２０日(木) プラスチック 

第５回緑の委員会 ２４日(月) 古紙・古布 
  
１０月の古紙回収は、第３週木曜日 正午までに、指定の場所に出してください 

 今月の回収日は１０月２０日(木)です。 （新聞・雑誌のみ） 

 ５階建・８階建にお住まいの方は、１階の階段の下 

  ２階建・３階建にお住まいの方は、門の外へお出しください。 
 

“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申込  090-4360-1233    

☆生活支援活動、サロン活動は開始しています。 

☆絵手紙サークル：１０月１１日・２５日、１１月８日・２２日（火曜日）１０時から 

☆手芸カフェ  ：毎週（金曜日）１３時３０分から   

☆脳トレ麻雀  ：毎週 月・水・土 （入室５名・２時間入れ替え制） 

☆いきいき卓球サークル：毎週 水・土 （入室４名・１回２時間） 

感染対策を取っての開催になります。詳しくは、お問合せ願います。 

 
 

 

当団地では、専有部分を民泊、シェアハウス、ウィークリーマンション、

独身寮等の用途に供することは規約で禁止されています。 

         規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 
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